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運用指針（支援者用）
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災害発生時にはチームプレーで対応すること（組織的対応）が必要
不可欠であることから、「地域の連携」を基本原則とします。

地域の連携

阪神・淡路大震災、東日本大震災などの大規模災害を通じて、高齢者や障害

者を始めとする自ら避難することが困難な方に対する支援の必要性が、明白と
なっています。
こうしたことを踏まえ、国は平成２５年６月に災害対策基本法の一部を改正

し、それまでの災害時要援護者は、避難行動要支援者と改められて同法に規定
されました。
また、本市では、安否確認や避難支援を円滑かつ適切に実施するため、同意

のあった方の情報を、学区・地区コミュニティや民生委員の皆様、市社会福祉
協議会と共有してきたところです。
最大の目的は人命を守ることであり、まず、家庭内での「自助」を考える必

要がありますが、地域の皆様による「共助」は、大きな役割を担い、初動対応
に必要不可欠です。
この指針は、避難行動要支援者名簿の運用による支援体制などについて、災

害時だけでなく、平常時からの基本的な考え方をまとめたものです。
支援体制づくりや支援体制の更なる充実を図るため、この指針が活用され、

各地域において実情を踏まえて話し合いが進められることを期待します。

はじめに

基本原則
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・ 支援のために必要な個人情報を、市と学区・地区コミュニティ、民生
委員、市社会福祉協議会が共有しておくことが重要です。

・ 要件を満たす方へ、個人情報の提供についての同意を勧めてください。
・ 普段から、支援を必要とする方と支援する側との間で、信頼関係を築
いておくことも大切です。

（２） 円滑な支援のために

次の方が対象です。

（１） 名簿に記載される対象者

これらの方々が同意した場合は、市から学区・地区コミュニティ等へ情報
を提供します。
なお、災害が発生し、またはそのおそれがある場合において、名簿に記載

された方の生命または身体を災害から守る必要が特にあるときは、学区・地
区コミュニティ等のほか、消防や警察などへ、同意の有無にかかわらず、情
報を市から提供することが認められています。

６５歳以上のひとり暮らしの方（希望する方のみ）

緊急通報システム（市消防本部へ直接通報できる機器）を設置している方

介護保険要介護３以上で在宅の方

身体障害者手帳（１・２級）の交付を受けている方

療育手帳（最重度・重度）の交付を受けている方（知的障害のある方）

精神障害者保健福祉手帳（１・２級）の交付を受けている方

上記以外で、自力で避難することが困難な方

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

１ 避難行動要支援者名簿について

・ 避難行動要支援者名簿は、高齢の方や障害がある方などのうち、災害
時に自ら避難することが困難で、何らかの手助けを必要とする方の名簿
をいいます。

・ 災害対策基本法の一部を改正する法律が平成２６年４月１日から施行
されたことにより、それまでの災害時要援護者台帳から制度が変更され
ました。

・ 日立市では、法律に基づいて、要件に該当する方の名簿を保管してお
り、避難支援をより円滑に行うため、同意があった方の情報を学区・地
区コミュニティ、民生委員、市社会福祉協議会へ提供しています。
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初対面の場合、相手も緊張しています。やさしい笑顔で相手
に安心感を与えるようにしましょう。
記載申出書は、その場で書いてもらうか、記入を依頼し、後

日取りに行きます。自ら記入することが困難な方については、
聞き取って記入してください。
制度の性格上、要支援者との間で、信頼関係を築くことが大

切です。どんな方に対しても公平に対応し、要支援者が話しや
すい雰囲気をつくるように心がけましょう。

記載申出書の記載を依頼するときに

なお、避難支援においては、支援者（学区・地
区コミュニティ、民生委員、近隣協力者）本人と
その家族の安全を守ることが最優先です。「名簿
記載したからといって、必ず支援を受けられるこ
とを約束するものではない」ということを、あら
かじめ伝え、理解してもらいましょう。

（３） 情報提供（名簿記載）の基本的な流れ
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・ 避難行動要支援者名簿とあんしん・安全ネットワークの両方に登録
した場合、コミュニティと民生委員は記載申出書の写しとあんしん・
安全ネットワークチーム個別票の写しを、一対にして保管します。

避難行動要支援者名簿
記載申出書の流れ

あんしん・安全ネットワーク
チーム個別票の流れ

要支援者 市福祉総務課 民生委員

①市報や個別勧奨

⑤記載申出書送付

③訪問依頼
⑥記載申出書の写し送付

市高齢福祉課

⑥記載申出書の
写し 送付

④訪問（記載申出書受領） ⑦訪問（名簿記載したことを連絡）

②連絡

市社会福祉協議会 コミュニティ

⑦あんしん・安全ネットワークの登録について協議
※ 民生委員も協力。必要に応じ訪問するなどし、本人や世帯の状況を把握

⑦ひとり暮らし高齢者基本台
帳の登録について判断

⑨個別票の写し
送付

⑨訪問（登録し
たことを連絡）

⑧個別票の写し
送付

⑧個別票
の写し送付

支援が必要と思われる
人の登録もれに気づいた
ら制度の概要を伝え、名
簿記載を勧めましょう！

・ 記載申出書の写しは、鍵がかかる引き出しに保管するなど、盗難、紛失などの
ないよう適切に保管しましょう。



「可能な限り」避難行動要支援者名簿の情報を基に、要支援者の安否確
認を行い、必要に応じて避難所へ誘導します。

まずは自分自身
と家族の安全確
保が最優先です。

「可能な限り」
自分の担当する
要支援者の安否
確認を行います。

必要に応じて、
避難所へ誘導し
ます。

結果報告

※ 危険を伴う活動は専門機関が実施します。

２ 災害時の支援体制について

支援者は何をすればいいの？

※ 避難所に配置されている市職員に報
告するほか、結果報告に関するロー
カルルールを決めておきましょう。

※ 長期化する場合、飲料水、食料など
の配布への協力をお願いすることが
考えられます。

※ 福祉避難所の開
設は、別途決定す
るため、まずは最
寄りの避難所へ

※ 災害時における要支援者への支援は、支援者の善意により成り立つものです。
したがって、災害時に支援者が要支援者を支援できなかったとしても、法的な責任

は発生しません。
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◎：主体 ○：協力

災害発生時にはチームプレーで対応すること（組織的対応）が必要不可欠です。

支援は幅広い関係者で取り組みます。

支援者は複数必要です。（支援者が外出中のときもあるため）

民生委員、学区・地区コミュニティ、近隣協力者、要支援者との間で常日頃から連携し、
地域の役割分担を明確にし、災害発生時に対応できるようにしましょう。

安否確認情報の集約方法についても、あらかじめ決めておきましょう。

地域の連携が大切です！

ローカルルールを作りましょう

・ 海の近く、山の近く、川沿いなど、さまざまな地理
的条件があり、地域により、リスクはさまざまです。

・ 地域ごとに役割分担も異なり、近所の関係にも差が
あります。

・ そのため、災害時の取り組みについても地域ごとに、
さまざまなケースを想定する必要があります。

・ 地域の特性を踏まえた上で、災害時の行動の基とな
るものをつくっておきましょう。それが、災害時の円
滑な避難支援につながります。

市とコミュニティの役割分担
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役 割 市 ｺﾐｭﾆﾃｨ 内 容

避難所までの避難
誘導

○ ◎
・ 可能な限り、要支援者に声を掛け、避

難所までの避難誘導に努めます。

避難していない要
支援者の安否確認

○ ◎

・ 支援者と協力して、避難していない要
支援者の安否確認を行います。

・ 安否確認の方法は、電話、訪問など状
況に応じます。

安否が不明または
救助が必要な方が
あった場合の対応

◎ ○
・ 地域の中で安否が不明または救助が必

要な方がいた場合、避難所に配置されて
いる市職員に報告します。

※ 「防災ハンドブック コミュニティ版」より



自助

共助公助

◎自助とは

「自分の身は自分で守る」
活動のことです。

・ 自宅に安全な空間をつくる。
・ 水や食料を備蓄する。

・ ほぼ健康であっても、「名簿記載することで安心して生活ができ
る」という理由で名簿記載を希望する方については、自助の方法を
探りましょう。

・ 現時点で特に健康上問題がない方や、親族が近隣に居住している
ような方については、自助の方法を探りましょう。

・ 安心できるように、適切な避難所への移動手段、ルートなどにつ
いて、事前に確認しておきましょう。

・ 現時点では自助で対応できる方でも、状況は変化します。気軽に
相談できるような信頼関係を構築しましょう。

・ 要支援者と、支援者の間でよく話し合い、災害発生時の対応につ
いて、役割分担などを決めておきましょう。

・ 障害がある方、要介護認定を受けている方は、様々な配慮や柔軟
な支援を心掛ける必要があります。体調、要介護度、障害の程度、
家族の状況など、日頃の状態を把握しておきましょう。

・ 平常時から見守りを行うために、あんしん・安全ネットワークの
登録も勧めましょう。

３ 平常時の支援体制について

ほぼ健康な方への対応について

介助が必要な方への対応について

◎公助とは

市や県や自衛隊などの
活動のことです。

◎共助とは
「自分たちの住んでいる
地域は自分たちで守る」
活動のことです。

・ 避難誘導などをする。
・ 火が出たら協力して

初期消火
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・ ひとり暮らしの高齢の方、高齢の方のみの世帯、障害がある方など、
何らかのサポートが必要な方を民生委員、学区・地区コミュニティ関係
者、近隣協力者などの複数の支援者が支えるチーム活動です。

・ 日立市内の２３学区・地区コミュニティがそれぞれ活動しています。

・ 事務局は市社会福祉協議会です。

・ 支援者の方々が、対象者と定期的に顔を合わせることで、暮らしに
関する様々な課題の「予防」や「対策」につなぐことができます。

・ 訪問することで、健康状態に変わ
りはないか、困りごとはないかなど、
状況を常に把握し、要支援者を孤立
させないようにします。

中には「訪問しにくい…」
という声も。
そこで年４回、日立市指

定のごみ袋を配布しながら
要支援者宅へ伺います。

（１） あんしん・安全ネットワークについて

お宅訪問活動

災害発生時に支援が必要な方
は、平常時の生活上でも課題を
抱えていることがあり、対象者
の多くは重複しています。

避難行動要支援者名簿とあんしん・安全ネットワークとの関係

避難行動要支援者（避
難行動要支援者名簿）

見守り対象者（あんし
ん・安全ネットワーク）

（２） ひとり暮らし高齢者基本台帳について

地域でひとり暮らしをする高齢の方の情報を市高齢福祉課、地域包括支
援ンターなどで共有し、より円滑に支援するためのものです。

担当地域の地域包括支援センター等の職員が、高齢の方の自宅を定期的
に個別訪問し、見守り等の支援を行います。
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４ コミュニティにおける連携、名簿の活用の事例

（１） 塙山学区住みよいまちをつくる会

要支援者やそれ以外の様々
な高齢者（２７０人）の情報
カードです。緊急連絡先と、
同意してもらえる方には勤務
先も書いてもらっています。
以前、サロンに参加してい

た方の具合が悪くなり、緊急
連絡先が分からずに困った経
験があったためです。せめて、
サロンに参加する方だけでも、
緊急連絡先を把握しておこう
と考えたのが、きっかけです。

はなやま安心カード

支
援
を
必
要
と
す
る
人
た
ち

近隣協力者

地域包括支援センター（鮎川さくら館）

市社会福祉協議会

福祉局（名簿管理）

地域福祉コーディネーター

生活支援相談員

ボランティア（子どもを含む）

民生委員
（福祉局に全員加入）

家族・親族・友人

さまざまな方が連
携し、支援を必要
とする方を見守っ
ています。

災害時に役立つ防災訓練

塙山学区防災訓練では、民
生委員は高齢者の声掛けや安
否確認を重点的に行っていま
す。
避難誘導は、福祉局を中心

に近隣協力者やＰＴＡ、子ど
も会などにも声を掛け、多く
の人が少しずつ役目を持つ仕
組みづくりをしています。

8



塙山学区災害対策本部 

災害時組織体制 支援活動 

・正副会長 ・局長 ・部長 

・福祉局（民生委員） ・安全安心局 ・楽集局 

・創夢局 ・地球局 ・情報局 ・事務局 

・地区代表 ・各種団体 

・学区内企業（災害時応援協定） 

・対策本部設置 ・避難所運営 

・声掛け ・避難誘導 

・救護 ・炊き出し ・避難者対応 

・救援物資配給 

・情報収集と提供 

 

災害発生時の支援体制
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コーディ
ネート

コミュニ
ティケア
会議

相談対応

福祉かわ
ら版配達

サロン開
設・運営

暮らし
サポート

移送
サービス

元気支援

声かけ・
見守り

福祉
マップ

さまざまな活動
を通して、平常時
から要支援者をサ
ポートしています。

訪問活動

生活支援相談員

塙山学区の日常の支援体制

福祉コーディネーター

買物支援

スポーツ・パソコン
囲碁・将棋

・ 福祉局、民生委員が協力して、要支援者への声掛けと誘導を担当します。
・ 災害対策本部から、避難を支援する人と救護車を出します。
・ 毎年行う塙山学区防災訓練で実践し、災害時に備えています。



事前に支部協力員や民生委員と相談して避難
の方法等について決めておきます。

支部協力員や民生委員が安否確認を行い、
必要があれば避難支援や通報など、学区の災
害対策本部と協力しながら、できる活動をし
ます。（支部協力員などの安全優先）

コミュニテイ（災害本部）と協力しながら、
要支援者などに対して、水や食料の援助、情
報の発信、困りごと相談、片付け作業などの
援助を行います。

災害発生時の対応
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（２） 日高学区市民自治会

・ 登録希望があった対象者に、担当地区の民生委員が訪問
面接し、見守りチームづくりや台帳登録の希望の有無など
を聞き取り、名簿を作成します。

・ コミュニテイ活動等により登録希望者を発見した場合や、
相談窓口に連絡があった場合などは、民生委員に連絡し、
民生委員が訪問調査し、市福祉総務課を通して台帳登録を
します。（交流センターには、福祉の相談窓口が設置され
ています。）

・ 防災訓練時に、自治委員（町内会長）が、町内各家庭の
家族人数、災害時に支援が必要な人がいるかどうかなどを
調査し、本部に報告する緊急連絡訓練を実施し、要支援者
の把握に努めます。

要支援者の登録について



安心ネットワーク

民生委員の役割

登録希望者宅を訪問し、必
要事項を確認し、チームをつ
くることを決定します。該当
する支部の責任者と協議し、
担当者にふさわしい支部協力
員に依頼し、ネットワーク
チームをつくります。

支部協力員の役割

原則として毎月１回、ごみ
袋、「日高ふくしだより」な
どを持参し、安否確認訪問を
行います。問題を感じたとき
は、民生委員、支部責任者、
福祉推進員などに報告し対策
を検討します。

福祉推進員の役割

書類の整理、保管、
市社協や地域包括支
援センターとの連絡
事務を行います。

・ ひとり暮らしのお年寄りは、話し相手や相談相手を欲しています。必要があ
れば訪問を増やしています。訪問を好まない対象者については、訪問を減らす
ことも検討します。

・ 庭木や草の管理、掃除、ゴミ出しや片付け、家具修理、移動など有料ボラン
ティアを含め、何でも屋的な活動を増やしていくことも検討しています。

・ 巡回安全サービスの実施や緊急時物品の整理箱「付き添いさん」の配置など
を行っています。

・ 見守り対象者が閉じこもりにならないように、高齢者対象の様々な事業への
参加を呼び掛けています。
おげんきクラブ（ふれあいサロン）、にこにこクラブ（ふれあい健康クラブ）、
配食サービス、市社協巡回サービス事業、シルバー体操教室、健康講座など

日高学区市民自治会（コミュニティ）

福祉委員会（事務局）

安心ネットワーク部会

支
部

各支部（９支部）に支部福祉協力員（各３～７人）、民生委員

福祉推進員
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５ 資料編

（１） 日立市避難行動要支援者名簿取扱要領
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（２）避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の概要（内閣府）
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（３）避難情報の概要（内閣府）

災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合

・ まだ避難していない場合は、直ちにその場から避難をしましょう。

・ 外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な場所に避難をしましょう。

災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合

・ 避難場所へ避難をしましょう。

・ 地下空間にいる人は、速やかに安全な場所へ避難をしましょう。

避難勧告や避難指示（緊急）を発令することが予想される場合

・ いつでも避難ができるよう準備をしましょう。身の危険を感じる人は避難を開始しましょう。

・ 避難に時間を要する人（高齢の方、障害のある方、乳幼児等）は避難を開始しましょう。

避難準備・
高齢者等避難開始

避難勧告

避難指示（緊急）

市から発令される避難情報について確認しましょう。

避難情報には、以下のものがあります。

※ 必ずしも、この順番で発令されるとは限らないので、ご注意ください。

また、これらの情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始してください。
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（４）要支援者への配慮

避難行動要支援者は、災害時に適切な行動がとりにくい個々の特徴があります。

その特徴を十分に認識し、配慮する必要があります。

高齢者
体力が衰えて行動能力が低下しています。また、認知

症高齢者は自分で危険を判断し、行動することが困難で
す。個人差が大きいので十分配慮が必要です。

視覚障害者

視覚による異変・危険の察知が不可能な場合または瞬
時に察知することが困難な場合が多く、単独ですばやい
避難行動がとれません。避難行動について事前に確認し
ておきましょう。

聴覚障害者

音声による避難・誘導の指示が認識できません。自分
の身体状況などを伝える際の音声による会話が困難です。
どのような方法で（口話・筆談等）コミュニケーション
を取ればよいか確認しましょう。

肢体不自由者

自力歩行やすばやい避難行動が困難です。障害の部位
や程度によって、自分自身で行動できることが異なりま
す。介助の方法には個人差があるので、確認しておきま
しょう。

知的障害者
異変・危険の認識が不十分な場合や災害発生に伴い精

神的動揺が激しくなる場合があります。ご家族や支援者
などと避難行動について早めに相談しておきましょう。

精神障害者
多くは自分で危険を判断し、行動することができます。

災害発生に伴って精神的動揺が激しくなる場合がありま
すが、広い気持ちで対応しましょう。
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（５）日立市災害時等要援護者台帳に係る運用指針等検討委員会要綱

日立市災害時等要援護者台帳に係る運用指針等検討委員会要綱 

 

（設置） 

第１条 災害時等要援護者台帳（以下「台帳」という。）の適切な運用を図る等のため、日立市災

害時等要援護者台帳に係る運用指針等検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、台帳に係る次に掲げる事項について検討を行う。 

(1) 運用指針 

 (2) 申請書様式、案内チラシその他の委員会が必要と認めるもの 

（組織） 

第３条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 日立市連合民生委員児童委員協議会の代表 

(2) 日立市コミュニティ推進協議会の代表 

(3) 日立市社会福祉協議会の職員 

２ 委員会は、委員１３人で組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、平成３０年３月３１日までとする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長１人、副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局は、保健福祉部社会福祉課に置く。 

２ 事務局は、委員会に係る庶務を行う。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年８月１８日から施行する。 
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東日本大震災を振り返って（検討委員会委員の視点から）

あのときは、集まれる者だけ交流センター
に集まり、安否確認が必要な世帯を回って安
全を確認しました。個人個人ができるのはそ
こまでで、水、食料等の不足については、で
きることは少なかったと記憶しています。

教訓として、避難行動要援護者名簿があっても、地域の人た
ちが連携し、組織として機能する体制がないと、どうしようも
ないということです。


